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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
六
号

令
和
七
年
第
四
回
東
京
都
議
会
定
例
会
を
、
十
二
月
二
日
に
招
集

す
る
。令

和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
大
田
第
二
・
二

・
十
二
号
石
川
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

大
田
区
石
川
町
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
大
田
第
二
・
二

・
五
十
八
号
三
本
松
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

大
田
区
上
池
台
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
大
田
第
二
・
二

・
五
十
九
号
田
園
調
布
若
竹
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

大
田
区
田
園
調
布
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
松
原
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
に
つ
い
て
、
府
中
か
ら

都
政
を
変
え
る
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
（
令
和
六
年
東
京

都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

訂
正
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
（
１
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の

款
府
中
か
ら
都
政
を
変
え
る
会
の
項
中
「佐

藤
佑
子

」
を
「佐

藤

祐
子

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
に
つ
い
て
、
春
秋
会
か

ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
（
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

告
示
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
（
２
）
法
第
１
９
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
款
春
秋
会
の
項
中
「世

田
谷
区
池
尻
１
－
２

７
－
４

」
を
「世

田
谷
区
池
尻
３
－
１
７
－
４

」
に
改
め
る
。
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